
 

 

有給取得率の調査結果と

今後 
◆平成 30 年の年次有給休暇

の取得率は 52.4％ 

厚生労働省は平成 31年「就

労条件総合調査」の結果を公

表しました。調査によれば、

年間の年次有給休暇の平均

取得率は 52.4％で、前年に比

べて 1.3ポイント上昇してい

ます。取得率を企業規模別に

みると、「1,000 人以上」が

58.6％、「300～999 人」が

49.8％、「100～299 人」が

49.4％、「30～99人」が 47.2％

となっており、規模により最

大 10 ポイント近くの差がみ

られました。 

なお、本調査は平成 30 年

の１年間の状況について調

査を行ったものですので、本

年４月に施行された改正労

働基準法による年次有給休

暇年５日取得義務化前につ

いての調査になります。 

◆企業規模が小さいほど休

みが少ない 

また、公表された調査によ

れば、週休制の形態別適用労

働者割合をみると、「完全週

休２日制」が適用されている

労働者割合は 57.0％とあり

ますが、その割合は企業規模

が小さくなるほど低くなっ

ています。年間休日総数につ

いても、１企業平均は 108.9

日、労働者１人平均 114.7日

となっていますが、いずれも

大企業ほど多く、小規模企業

ほど少なくなるという傾向

は変わりません。 

◆年次有給休暇年５日取得

の義務化 

本年４月から、働き方改革

法に伴う年次有給休暇年５

日取得義務化が適用されて

います。 

有給休暇取得率の低さに

ついては以前から問題とな

っていましたが、法律の規制

がかかったことで、企業でも

取得率向上に向けた取組み

が本格的に実施されている

ところでしょう。来年の調査

結果には注目したいところ

です。 

◆企業の現況を踏まえた取

組みを 

上記の調査結果の通り、中

小企業ではもともと休みが

少ないという実態がありま

す。それにはそれなりの理由

があるのでしょう。現在、働

き方改革による大企業の残

業時間削減のしわ寄せが中

小企業に及んでいるという

問題も指摘されており、厚生

労働省も「しわ寄せ防止特設

サイト」を設けて防止を呼び

掛けています。そのため、特

に中小企業にとっては、有給

休暇取得義務化への対応は

困難となることが予想され

ますが、根本的な問題への対

応を検討しつつ企業としてし

っかり取り組んでいきたいと

ころです。 

 
年末の風物詩「職場の大

掃除」、実は義務だとご存

じでしたか？ 
◆大掃除は会社の義務とされ

ている 

仕事納めの日には社内の大

掃除をする、という会社は多

いのではないでしょうか。忙

しい部署からは、「ただでさ

え年末はやることが多いの

に、掃除に割く時間がもった

いない」とか、「掃除は仕事

じゃないのに……」などとボ

ヤク声も聞こえてきそうです

ね。 

しかし、実は、会社の大掃

除を行うことは、法律にも定

められた義務であり、立派な

仕事の１つなのです。 

具体的には、労働安全衛生

規則第 619条に、「事業者は、

次の各号に掲げる措置を講じ

なければならない。」として、

「日常行う清掃のほか、大掃

除を、６月以内ごとに１回、

定期に、統一的に行うこと」

が定められています（第１

項）。安心して働くことので

きる職場環境を維持するため

にも、定期的に大掃除を行っ

て職場の清潔を保持すること

が大切です。 

 

間に該当するか否か」につ

いて、実際の相談事例をも

とに解説したもので、労働

時間の適正な管理に役立て

てほしいとしています。そ

の内容についてみていきま

す。 

◆そもそも「労働時間」と

は？ 

労働時間とは、使用者の

指揮命令下に置かれている

時間のことです。使用者の

明示または黙示の指示によ

り労働者が業務に従事する

時間は、労働時間に該当し

ます。 

◆研修・教育訓練の取扱い

は？ 

業務上義務付けられてい

ない自由参加のものであれ

ば、その研修・教育訓練の

時間は、労働時間に該当し

ません。例えば、参加の強

制はしていない。また、参

加しないことについて不利

益な取扱いもしない勉強会

などです。 

◆仮眠・待機時間の取扱い

は？ 

仮眠室などにおける仮眠

の時間について、電話等に

対応する必要はなく、実際

に業務を行うこともないよ

うな場合には、労働時間に

該当しません。例えば、週

１回交代で、夜間の緊急対

応当番を決めているが、当

番の労働者は社用の携帯電

話を持って帰宅した後は自

由に過ごすことが認められ

ている場合の当番日の待機

時間などです。 

◆更衣時間の取扱いは？ 

制服や作業着の着用が任

意の場合、自宅からの着用

を認めているような場合に

は、労働時間に該当しませ

ん。 

◆早出時間の取扱いは？ 

交通混雑の回避や会社の

専用駐車場の駐車スペース

の確保等の理由で労働者が

自発的に始業時刻より前に

会社に到着し、始業時刻ま

での間、業務に従事してお

らず、業務の指示も受けて

いないような場合には、労

働時間に該当しません。 

◆直行直帰・出張に伴う移

動時間は？ 

移動中に業務の指示を受

けず、業務に従事すること

もなく、移動手段の指示も

受けず、自由な利用が保障

されているような場合に

は、労働時間に該当しませ

ん。 

 

厚労省から公表された「労

働時間の考え方」に関する

リーフレット 
労働基準法が改正され、

中小企業は来年の４月から

「時間外労働の上限規制」

が適用されることはご承知

の通りです（大企業は今年

の４月から施行されていま

す）。 

時間外労働の上限規制

は、時間外労働の限度時間

を原則月 45時間、年 360時

間とし、臨時的な特別な事

情がある場合でも、年 720

時間、単月 100時間未満

（休日労働含む）、複数月

平均 80時間以内（休日労働

含む）とする規制であり、

企業はこれまで以上に従業

員の労働時間の適正な把

握・管理が求められること

になります。 

そのような中、厚生労働

省から、リーフレット「労

働時間の考え方：「研修・

教育訓練」等の取扱い」が

公表されました（10月 17

日）。これは、労働基準監

督署への問合せが多い

「『研修・教育訓練／仮

眠・待機時間／労働時間の

前後の時間／直行直帰・出

張に伴う移動時間が労働時
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